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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光弁（バルブ）を備え、黒色階調の均一度及び
階調比が優れた液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示装置は、バックライトユニット、
光バルブパネルＬＶ及び画像情報パネルＲＶを含む。光
バルブパネルは、バックライトユニットの前面に配置さ
れ、複数個の光バルブ単位画素領域ＵＰＬを備える。画
像情報パネルは、光バルブパネルの前面に配置され、複
数個の画像情報の単位画素領域ＵＰＲを備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックライトユニットと、
　前記バックライトユニットの前面に配置され、複数個の光バルブ単位画素領域を備えた
光バルブパネルと、そして
　前記光バルブパネルの前面に配置され、複数個の画像情報の単位画素領域を備えた画像
情報パネルを含む液晶表示装置。
【請求項２】
　前記光バルブ単位画素領域と、前記画像情報の単位画素領域が交錯配置された、請求項
１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記光バルブ単位画素領域は、菱形形状を有し、
　前記画像情報の単位画素領域は、正方形の形状を有する、請求項１に記載の液晶表示装
置。
【請求項４】
　前記菱形形状は、
　前記正方形の形状を４５度回転させた形状に対応する、請求項３に記載の液晶表示装置
。
【請求項５】
　前記光バルブ単位画素領域の大きさは、前記画像情報の単位画素領域の大きさと互いに
異なる大きさを有する、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記光バルブ単位画素領域の大きさは、
　前記画像情報の単位画素領域の大きさについて０．５倍乃至２．８倍の間の値の内、選
択した何れか１つの値を有する、請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記光バルブパネルは、
　前記菱形形状に沿って、縦方向に進行するデータ配線と、
　前記菱形形状に沿って、横方向に進行するゲート配線と、
　前記菱形形状の一側角に配置された薄膜トランジスタとそして
　前記菱形形状の前記単位画素領域内に配置されて、前記薄膜トランジスタに接続された
画素電極を含む、請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記光バルブパネルの前記単位画素領域に配置された白色カラーフィルタをさらに含む
、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記画像情報の単位画素領域一つは、
　複数個のサブ画素領域を含む、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記複数個の画像情報のサブ画素領域は、
　赤色サブ画素と
　緑色サブ画素とそして
　青色サブ画素を含む、請求項９に記載の液晶表示装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光弁（バルブ）を備えた液晶表示装置に関する。特に、本発明は、光弁用液
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晶パネルと画像表示用液晶パネルを備え、白黒比を向上した液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力駆動などの特徴により、その応用範囲が徐々
に広がっている傾向にある。液晶表示装置は、ノートＰＣなどのポータブルコンピュータ
、事務自動化機器、オーディオ／ビデオ機器、屋内外広告表示装置などに利用されている
。液晶表示装置の大部分を占めている透過型（Transmittive）液晶表示装置は、液晶層に
印加される電界を制御してバックライトユニットから入射された光を、或いは、外部の光
を用いて、変調することにより、画像を表示する。
【０００３】
　液晶表示装置は、代表的な平板表示装置として様々な目的に応用されている。液晶表示
装置は、偏光を利用するものであり、様々に応用できる。また、基本的に透明基板を通過
する光の量を調節して画像を実現するものなので、使用しないときは、ガラスのような機
能にして、使用時にのみ表示装置として活用する。その応用分野が多様である。
【０００４】
　図１は、従来技術による液晶表示装置の構造を示す斜視図である。液晶表示装置は、表
示パネル（ＬＣＤＰ）とバックライトユニット（ＢＬＵ）を含む。表示パネル（ＬＣＤＰ
）は光透過軸が互いに直交するように配置された二枚の偏光板（ＰＵとＰＬ）とその間に
介在された液晶パネル（ＬＣＰ）を含む。
【０００５】
　液晶パネル（ＬＣＰ）は、上部基板（ＳＵ）、下部基板（ＳＬ）と、その間に介在され
た液晶層（ＬＣ）を含む。液晶パネル（ＬＣＰ）の上部と下部にはそれぞれ上部偏光板（
ＰＵ）と下部偏光板（ＰＬ）が取り付けられる。上部基板（ＳＵ）と下部基板（ＳＬ）に
は、図に示しなかったが、マトリックス方式で羅列された画素領域を定義する配線とブラ
ックマトリックスが形成され得、液晶層（ＬＣ）を駆動するための共通電極と画素電極を
備える。また、色を具現するためのカラーフィルタを含むことができる。
【０００６】
　上部基板（ＳＵ）の前面部の表面には、上部偏光板（ＰＵ）が付着され、下部基板（Ｓ
Ｌ）の背面部表面には、下部偏光板（ＰＬ）が取り付けられる。上部偏光板（ＰＵ）と下
部偏光板（ＰＬ）の光透過軸は、互いに直交するように配置するべき黒色を表現するとき
、完全な黒色階調を実現することができる。
【０００７】
　表示パネル（ＬＣＤＰ）の下には、バックライトユニット（ＢＬＵ）が配置される。バ
ックライトユニット（ＢＬＵ）は、導光板（ＬＧ）と光源（ＬＳ）を含む。光源（ＬＳ）
は、導光板（ＬＧ）の一側面に配置されて導光板（ＬＧ）の内部に光を照射する。導光板
（ＬＧ）は、側面から入射された光を導光板（ＬＧ）の内部の全領域に拡散させ、表示パ
ネル（ＬＣＤＰ）が位置する面に光を屈折させる。このため、導光板（ＬＧ）の背面には
、反射パターンが形成され得る。
【０００８】
　平板表示装置の代名詞である液晶表示装置は、単純なモニターやＴＶに限らず、様々な
分野での表示装置として応用されている。最近では、自動車の計器盤にも平板表示装置が
適用される場合が増えている。自動車の計器盤は、ユーザーに正確な情報を視覚的に表現
しなければならない。したがって、周辺環境の明るさに影響を受けずに、階調及び彩度区
分を正確に行うことができなければならない。
【０００９】
　また、タッチ機能を搭載して運転中にもユーザーが直感的、そしてすぐに必要な情報を
入力することができなければならない。タッチ入力操作を遂行するにあたり、表示情報を
歪曲させることができる状況が発生してはならない。このように、様々な分野に適用する
ことににおいて、使用環境に応じて正確な視覚情報を安定して提供することができる平板
表示装置に対する要求が増加している。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、前記従来技術の問題点を解決しようと案出されたものであり、黒色階
調の均一度及び階調比が優れた液晶表示装置を提供することにある。本発明の他の目的は
、階調比が優れながらモアレやむらのような模様が発生しない優れた画質を有する液晶表
示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記本発明の目的を達成するために、本発明に係る液晶表示装置は、バックライトユニ
ット、光バルブパネル及び画像情報パネルを含む。光バルブパネルは、バックライトユニ
ットの前面に配置され、複数個の光バルブ単位画素領域を備える。画像情報パネルは、光
バルブパネルの前面に配置され、複数個の画像情報の単位画素領域を備える。
【００１２】
　一例として、光バルブ単位画素領域と画像情報の単位画素領域が交錯配置される。
【００１３】
　一例として、光バルブ単位画素領域は、菱形形状を有する。画像情報の単位画素領域は
、正方形形状を有する。
【００１４】
　一例として、菱形形状は、正方形の形状を４５度回転させた形状に対応する。
【００１５】
　一例として、光バルブ単位画素領域の大きさは、画像情報の単位画素領域の大きさと互
いに異なる大きさを有する。
【００１６】
　一例として、光バルブ単位画素領域の大きさは、画像情報の単位画素領域の大きさにつ
いて０．５倍乃至２．８倍の間の値の内、選択したいずれか１つの値を有する。
【００１７】
　一例として、光バルブパネルは、データ配線、ゲート配線、薄膜トランジスタそれと画
素電極を含む。データ配線は、菱形形状に沿って、縦方向に進行する。ゲート配線は、菱
形形状に沿って、横方向に進行する。薄膜トランジスタは、菱形形状の一側角に配置され
る。画素電極は、菱形形状の単位画素領域内に配置されて薄膜トランジスタに接続される
。
【００１８】
　一例として、光バルブパネルの単位画素領域に配置した白色カラーフィルタをさらに含
む。
【００１９】
　一例として、画像情報の単位画素領域一つは、複数個のサブ画素領域を含む。
【００２０】
　一例として、複数個のサブ画素領域は、赤色サブ画素、緑色サブ画素それと青色サブ画
素を含む。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る液晶表示装置は、画像情報パネルとバックライトユニットとの間に光バル
ブパネルをさらに備えることにより、黒色階調の均一度と階調比が優れた画質を提供する
。本発明において、画像情報パネルの単位画素領域と光バルブパネルの単位画素領域が互
いに交錯配置されることにより、モアレやむらのような模様が発生しない。また、本発明
においては、画像情報パネルの単位画素領域と光バルブパネルの単位画素領域が互いに異
なる形状及び互いに異なる大きさを有することで開口率を最大限に確保した高品質の画像
情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】従来技術による液晶表示装置の構造を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る光弁を備えた液晶表示装置の構造を示す断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る光弁用液晶パネルの構造を示す平面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る画像情報の表示用液晶パネルの構造を示す平面図で
ある。
【図５】本発明の第２実施形態に係る光弁を備えた液晶表示装置で光バルブ用液晶パネル
と、画像情報の表示用液晶パネルの配置構造を示す平面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る光弁用液晶パネルの構造を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付した図面を参照して本発明に係る好ましい実施形態を詳細に説明する。明細
書の全体に亘って同一な参照番号は実質的に同一な構成要素を意味する。以下の説明にお
いて、本発明と関連した公知機能または構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を曖昧
にすることがあると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
【００２４】
 ＜第１実施形態＞
【００２５】
　以下、図２を参照して、本発明の第１実施形態について説明する。図２は、本発明に係
る光弁を備えた液晶表示装置の構造を示す断面図である。本発明の第１実施形態に係る光
弁を備えた液晶表示装置は、表示パネル（ＬＣＤＰ）とバックライトユニット（ＢＬＵ）
を含む。
【００２６】
　表示パネル（ＬＣＤＰ）は、下部偏光板（ＰＬ）、光バルブパネル（ＬＶ）、画像情報
パネル（ＲＶ）及び上部偏光板（ＰＵ）を含む。光バルブパネル（ＬＶ）上には画像情報
パネル（ＲＶ）が積層されている。
【００２７】
　光バルブパネル（ＬＶ）と画像情報パネル（ＲＶ）を液晶パネルに実現する場合、偏光
板をさらに必要とする。例えば、光バルブパネル（ＬＶ）の背面には、下部偏光板（ＰＬ
）が配置されている。画像情報パネル（ＲＶ）の上には上部偏光板（ＰＵ）が配置されて
いる。
【００２８】
　表示パネル（ＬＣＤＰ）の背面、すなわち下部偏光板（ＰＬ）の下には、バックライト
ユニット（ＢＬＵ）が配置されている。バックライトユニット（ＢＬＵ）は、導光板（Ｌ
Ｇ）と光源（ＬＳ）を含む。光源（ＬＳ）は、導光板（ＬＧ）の一側面に配置されて導光
板（ＬＧ）の内部に光を照射する。導光板（ＬＧ）は、側面から入射された光を導光板（
ＬＧ）の内部の全領域に拡散させ、表示パネル（ＬＣＤＰ）が位置する面に光を屈折させ
る。このため、導光板（ＬＧ）の背面には、反射パターンが形成され得る。
【００２９】
　ここで、バックライトユニット（ＢＬＵ）を、導光板（ＬＧ）の側面に光源（ＬＳ）が
配置するエッジ型（Edge Type）で示した。しかし、これに限定されるものではなく、光
源が導光板または拡散板の下面に配置された直下型（Direct Type）を使用することもで
きる。図に表示されなかったが、導光板（ＬＧ）の上部表面上には集光及び拡散効率を向
上するための光学シートがさらに配置されることができる。
【００３０】
　光バルブパネル（ＬＶ）はつまり、同じ黒色階調に対し表示パネル（ＬＣＤＰ）の表面
全体で同じ程度を示すよう黒色階調の均一性（Black Uniformity）を向上させるためのも
のである。また、コントラスト比（Contrast Ratio：ＣＲ）を向上させるために使用する
。したがって、光バルブパネル（ＬＶ）は、色を表現するためのカラーフィルタを備えて
いない。
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【００３１】
　図３を参照して、、光バルブパネル（ＬＶ）を液晶パネルに実現した場合について詳細
に説明する。透明基板上に複数個の単位画素領域（ＵＰＬ）がマトリックス方式で配列さ
れている。単位画素領域（ＵＰＬ）は、３つのサブ画素領域（ＳＰＬ）を含むことができ
る。
【００３２】
　サブ画素領域（ＳＰＬ）は、基板を横方向に進行するゲート配線（ＧＬ）と縦方向に進
行するデータ配線（ＤＬ）が交差する構造により定義される。サブ画素領域（ＳＰＬ）内
には、薄膜トランジスタ（Ｔ）と画素電極（ＰＸＬ）が配置されている。薄膜トランジス
タ（Ｔ）は、ゲート配線（ＤＬ）から分岐したゲート電極（Ｇ）、データ配線（ＤＬ）か
ら分岐したソース電極（Ｓ）とドレイン電極（Ｄ）を含む。画素電極（ＰＸＬ）はドレイ
ン電極（Ｄ）に接続されている。
【００３３】
　単位画素領域（ＵＰＬ）は横辺と縦辺の長さが同じ正方形の形状を有することができる
。したがって、サブ画素領域（ＳＰＬ）は、横辺対縦辺の比率が１：３である長方形の形
状を有することができる。
【００３４】
　光バルブパネル（ＬＶ）は、明るく暗い程度だけを表現するので、カラーフィルタを備
えない。つまり、すべてのサブ画素領域（ＳＰＬ）にはカラーフィルタがないか、必要な
らば、白いカラーフィルタを備えることができる。
【００３５】
　画像情報パネル（ＲＶ）は、実際的な画像情報を表現するためのパネルである。図４を
参照して、画像情報パネル（ＲＶ）を液晶パネルに実現した場合について詳細に説明する
。図４は、本発明の第１実施形態に係る画像情報の表示用液晶パネルの構造を示す平面図
である。
【００３６】
　画像情報パネル（ＲＶ）の構造は、光バルブパネル（ＬＶ）と同じで有り得る。例えば
、透明基板上に複数個の単位画素領域（ＵＰＲ）がマトリックス方式で配列されている。
単位画素領域（ＵＰＲ）は、３つのサブ画素領域（ＳＰＲ）を含むことができる。
【００３７】
　サブ画素領域（ＳＰＲ）は、基板を横方向に進行するゲート配線（ＧＬ）と縦方向に進
行するデータ配線（ＤＬ）が交差する構造により定義される。サブ画素領域（ＳＰＲ）内
には、薄膜トランジスタ（Ｔ）と画素電極（ＰＸＬ）が配置されている。薄膜トランジス
タ（Ｔ）は、ゲート配線（ＤＬ）から分岐したゲート電極（Ｇ）、データ配線（ＤＬ）か
ら分岐したソース電極（Ｓ）及びドレイン電極（Ｄ）を含む。画素電極（ＰＸＬ）はドレ
イン電極（Ｄ）に接続されている。
【００３８】
　単位画素領域（ＵＰＲ）は横辺と縦辺の長さが同じである正方形の形状を有することが
できる。したがって、サブ画素領域（ＳＰＲ）は、横辺と縦辺の比率が１：３である長方
形の形状を有することができる。
【００３９】
　画像情報パネル（ＲＶ）は、ユーザーに視覚情報を盛り込んだ画像情報を表現しなけれ
ばならないので、カラーフィルタを備えることが望ましい。つまり、各サブ画素領域（Ｓ
ＰＲ）には、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の内、いずれかの一色を示すカラー
フィルタが配置される。
【００４０】
　本発明に係る光弁を備えた液晶表示装置は、前述の光バルブパネル（ＬＶ）上に画像情
報パネル（ＲＶ）を積層した構造を有する。つまり、光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（
ＵＰＬ）と画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）が１：１で対応するように
積層した構造を有することができる。
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【００４１】
　この場合、同一の形状と大きさを有する単位画素（ＵＰＲ、ＵＰＬ）が重畳されること
によりモアレ（Moire）或いはむら（Mura）と呼ばれる模様が発生し得る。このような模
様は画像情報と関連のないものであり、ユーザーが正確な画像情報を認知するために邪魔
になり得る。
【００４２】
　また、光バルブパネル（ＬＶ）と画像情報パネル（ＲＶ）を合着する時、単位画素領域
（ＵＰＲ、ＵＰＬ）が微細に互いにずらし配置されると、単位画素領域（ＵＰＲ、ＵＰＬ
）の間に配置されたブラックマトリックスが占める面積が広い面積を占めながら、重なる
。つまり、整列誤差によって画像を表現する開口面積がブラックマトリックスにさらに多
く覆われて開口率が低下する問題が発生し得る。
【００４３】
　開口率の低下を防止するために、光バルブパネル（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）の
大きさを画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）の大きさより大きく形成する
ことができる。例えば、光バルブパネル（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）の大きさを画
像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）の大きさより１．２倍、或いは１．５倍
さらに大きい大きさを有するように形成することができる。
【００４４】
　この場合、光バルブパネル（ＬＶ）と画像情報パネル（ＲＶ）を合着すれば、光バルブ
パネル（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）と画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（Ｕ
ＰＲ）は一致しなく、不規則にずれながら、重畳する構造を有する。光バルブパネル（Ｌ
Ｖ）の単位画素領域（ＵＰＬ）が画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）より
面積が大きいため、ブラックマトリックスが重畳された面積を多少減らすことができる。
つまり、開口率の低下を防止することができる。
【００４５】
　しかし、構造的に見ると、光バルブパネル（ＬＶ）の配線と画像情報パネル（ＲＶ）の
配線が互いに平行に配置される。格子配置を有する配線が互いに平行に重畳配置される場
合、バックライトユニットに提供される光が回折現象によってモアレやむらのような不要
な模様が発生する可能性が大きくなり得る。
【００４６】
 ＜第２実施形態＞
【００４７】
　以下、図５を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態におい
ては、第１実施形態で提案した光バルブを備えた液晶表示装置で発生し得るモアレ発生と
開口率の低下を防止することができる構造を提案する。図５は、本発明の第２実施形態に
係る光弁を備えた液晶表示装置において光バルブ用液晶パネルと、画像情報表示用液晶パ
ネルの配置構造を示す平面図である。断面構造は、第１実施形態と同様であるため、図２
を一緒に参照して説明する。
【００４８】
　本発明の第２実施形態に係る光弁を備えた液晶表示装置は、表示パネル（ＬＣＤＰ）と
バックライトユニット（ＢＬＵ）を含む。表示パネル（ＬＣＤＰ）は、下部偏光板（ＰＬ
）、光バルブパネル（ＬＶ）、画像情報パネル（ＲＶ）と上部偏光板（ＰＵ）を含む。光
バルブパネル（ＬＶ）上には画像情報パネル（ＲＶ）が積層されている。
【００４９】
　光バルブパネル（ＬＶ）と画像情報パネル（ＲＶ）を液晶パネルに実現する場合、偏光
板をさらに必要とする。例えば、光バルブパネル（ＬＶ）の背面には、下部偏光板（ＰＬ
）が配置されている。画像情報パネル（ＲＶ）の上には上部偏光板（ＰＵ）が配置されて
いる。
【００５０】
　表示パネル（ＬＣＤＰ）の背面、すなわち下部偏光板（ＰＬ）の下には、バックライト
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ユニット（ＢＬＵ）が配置されている。バックライトユニット（ＢＬＵ）は、導光板（Ｌ
Ｇ）と光源（ＬＳ）を含む。光源（ＬＳ）は、導光板（ＬＧ）の一側面に配置されて導光
板（ＬＧ）の内部に光を照射する。導光板（ＬＧ）は、側面から入射された光を導光板（
ＬＧ）の内部の全領域に拡散させ、表示パネル（ＬＣＤＰ）が位置する面に光を屈折させ
る。このため、導光板（ＬＧ）の背面には、反射パターンが形成され得る。
【００５１】
　第２実施形態に係る光弁を備えた液晶表示装置は、光バルブパネル（ＬＶ）と画像情報
パネル（ＲＶ）の合着構造に特徴がある。特に、光バルブパネル（ＬＶ）の単位画素領域
（ＵＰＬ）と画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）が重畳される構造に特徴
がある。したがって、図５においては、第２実施形態の特徴を明確に示すために単位画素
領域の構造だけを簡略化して示した。
【００５２】
　画像情報パネル（ＲＶ）は、第１実施形態と同じ構造を有し、同じ方式で配置される。
ここで、画像情報パネル（ＲＶ）の詳細な構造については省略する。しかし、光バルブパ
ネル（ＬＶ）は、第１実施形態と異なる構造を有する。例えば、光バルブパネル（ＬＶ）
には、菱形形状の単位画素領域（ＵＰＬ）がマトリックス方式で配列されている。画像情
報パネル（ＲＶ）には正方形形状の単位画素領域（ＵＰＲ）がマトリックス方式で配列さ
れている。
【００５３】
　その結果、光バルブパネル（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）は菱形形状を、画像情報
パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）は正方形の形状を有して重畳されている。例え
ば、光バルブ（LV）の単位画素領域（ＵＰＬ）は横対角線と縦対角線の長さがすべて３３
１μｍである菱形型を有することができる。光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）
は横辺や縦辺の長さがすべて２３４μｍである正方形を４５度回転した菱形形状で有り得
る。光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）は、サブ画素領域を備えず、一つの画素
形状を有することができる。
【００５４】
　画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）は横辺と縦辺の長さがすべて２３４
μｍである正方形で有り得る。また、少なくとも三つのサブ画素領域（ＳＰＲ）を含むこ
とができる。例えば、一つのサブ画素領域（ＳＰＲ）は、横辺に７８μｍであり縦辺が２
３４μｍである長方形形状で有り得る。
【００５５】
　光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）と画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域
（ＵＰＲ）は、互いに形状が異なる形状を有し、重畳されているので、バックライトから
の光による回折現象が発生しない。したがって、第１実施形態では発生することができる
モアレやむらのような画質に悪影響を与えることができる模様が発生しない。
【００５６】
　光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）と画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域
（ＵＰＲ）が重畳される方式は、様々に設定することができる。例えば、光バルブ（ＬＶ
）の単位画素領域（ＵＰＬ）が有する菱形形状で頂点が、画像情報パネル（ＲＶ）の単位
画素領域（ＵＰＲ）が有する正方形形状の一側辺に対応して配置されることができる。或
いは、菱形の頂点と方形の頂点が一致するように配置されることができる。
【００５７】
　好ましくは、菱形形状と正方形の形状が不規則に交錯配置されることができる。例えば
、光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）が有する菱形形状の頂点が、画像情報パネ
ル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）が有する正方形形状の内部に配置されることができ
る。菱形形状の頂点が正方形形状の正中央部に配置されることができる。最も好ましくは
、重畳形状が不規則性を有するようにするためには、図５に示すように、菱形形状の頂点
が正方形形状の一側部に偏って配置されるのがよい。
【００５８】
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　以上の説明では、便宜上、光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）が有する菱形の
大きさが画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）が有する正方形と等しい場合
で説明した。しかし、モアレやむらが発生しないようにするためには、光バルブ（ＬＶ）
の単位画素領域（ＵＰＬ）大きさと画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）大
きさが互いに異なることがある。例えば、光バルブ（LV）の単位画素領域（ＵＰＬ）の大
きさは、画像情報パネル（ＲＶ）の単位画素領域（ＵＰＲ）の大きさの２倍で有り得る。
しかし、整数倍ではない他の倍数を有することもできる。
【００５９】
　具体的に、光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）の大きさは、単位画素領域（Ｕ
ＰＲ）の大きさの１．２倍乃至１．８倍で有り得る。或いは、２．２倍乃至２．８で有り
得る。また別の方法として、光バルブ（ＬＶ）の単位画素領域（ＵＰＬ）の大きさは、単
位画素領域（ＵＰＲ）の大きさの０．５倍乃至０．９倍で有り得る。具体的に、０．５倍
、０．７倍、０．９倍、１．２倍、１．５倍、１．８倍、２．２倍、２．５倍、或いは２
．８倍のような割合を有することが望ましい。つまり、０．５倍乃至２．８倍の間で、製
造工程及び完成品の応用分野に応じて、最も適切な値を選択することができる。
【００６０】
　以下、図６を参照して、本発明の第２実施形態に係る光弁を備えた液晶表示装置に含ま
れた光バルブパネルの一例を説明する。図６は、本発明の第２実施形態に係る光弁用液晶
パネルの構造を示す平面図である。
【００６１】
　図６を参照すると、第２実施形態に係る光弁パネルは、基板上にマトリックス方式で配
列された複数個の画素領域が定義されている。特に、画素領域は菱形形状を有する。
【００６２】
　具体的に説明すると、基板の縦方向に進行するデータ配線（ＤＬ）と横方向に進行する
ゲート配線（ＧＬ）が配置されている。特に、データ配線（ＤＬ）は、菱形形状の画素領
域の周辺に沿って進行するくさび形の配線構造を有する。同様に、ゲート配線（ＧＬ）も
菱形形状の画素領域の周辺に沿って進行するくさび形の配線構造を有する。ゲート配線（
ＧＬ）とデータ配線（ＤＬ）が交差する部分、すなわち菱形形状のいずれかの一角には、
薄膜トランジスタ（Ｔ）が配置されている。
【００６３】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）は、ゲート電極（Ｇ）、ソース電極（Ｓ）及びドレイン電極（
Ｄ）を含む。ゲート電極（Ｇ）は、ゲート配線から分岐した方形の形状を有することがで
きる。ソース電極（Ｓ）は、データ配線（ＤＬ）から分岐し、ゲート電極（Ｇ）の一側部
と重畳することができる。図６に示すように「Ｅ」字形状を有することができる。ドレイ
ン電極（Ｄ）は、ソース電極（Ｓ）と一定の距離で離隔して配置されている。図６に示す
ように逆「Ｃ」の字を有することがある。
【００６４】
　薄膜トランジスタ（Ｔ）のドレイン電極（Ｄ）には、画素電極（ＰＸＬ）が接続されて
いる。画素電極（ＰＸＬ）は、データ配線（ＤＬ）とゲート配線（ＧＬ）に囲まれた領域
内に配置される。特に、菱形形状を有する光バルブパネルの単位画素領域に対応する菱形
形状を有することができる。
【００６５】
　図６においては、薄膜トランジスタ（Ｔ）が菱形形状を有する単位画素領域のいずれか
の一角の部分で小さな方形状に形成した場合を示した。しかし、これに限定するものでは
ない。例えば、同じ位置に配置されても、三角形の形に形成することができる。または、
菱形のいずれか一辺と、重畳する線分形状に形成することもできる。光バルブパネル（Ｌ
Ｖ）に配置された薄膜トランジスタは、画像情報パネル（ＲＶ）の開口率の減少を最小限
にすることができる形状を有するようにすることが望ましい。また、配置位置も画像情報
パネル（ＲＶ）の開口率の減少を最小限にすることができる位置に配置することが望まし
い。
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【００６６】
　以上説明した内容を介して、当業者であれば本発明の技術思想を逸脱しない範囲で様々
な変更及び修正が可能であることが分かる。したがって、本発明の技術的範囲は、明細書
の詳細な説明に記載された内容に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって定め
るべきである。
 
 

【図１】

【図２】

【図３】
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